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「デジタルジャパン」の原案等の策定に関する 

パブリックコメントの募集について 

平成２１年２月９日 

ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会 

 

 

平成２１年２月６日、「ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会」の第１回会合

が開催され、「デジタルジャパン」（デジタル新時代に向けた新戦略）の緊急対策（2009

～2011 年を対象）の原案と中長期戦略（2009～2015 年を対象）の骨子を策定するにあ

たり、幅広く国民の皆様のご意見・ご提案を伺うこととなりました。そこで、下記の要

領でパブリックコメントを募集いたします。 

 なお、頂きましたご意見に対する個別回答はいたしかねますので、あらかじめご了承

願います。 

 

１．意見募集対象 

 目指すは「世界を先導するデジタル情報活用国家」 

（第１回 ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会 資料５） 

【参考資料】 

第１回 ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会 議事次第 

 

 【意見募集の概要】 

（１） デジタルジャパンの目標について 

現在、デジタルジャパンの目指す 2015 年頃の姿として、次の２つを現在掲げてお

ります。 

・ Ｄパワーであらゆる無駄を撲滅するデジタル・エコ社会 

・ Ｄパワーですべての市民・企業が元気になり、夢を実現できるデジタル成長社会 

 これらの目標につき、適当であるかどうかご意見を求めます。 

 

（２） 目標を達成するために必要な施策について 

（１）の目標を達成するために必要な施策について、現在生じている具体的問題点

の適示とともにご提案を求めます。 

例えば次の分野に係るご提案が想定されますが、これらの分野に限定されるもので

はありません。 

○ デジタル情報流通の円滑化と効果的活用 

行政や民間が保有する情報の有効活用、行政内データ連携、書面・対面義務の改

善可能性等 

○ デジタル情報・技術の活用で環境に貢献する施策 
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デジタル情報・技術による環境負荷低減、情報通信産業における環境対策等 

○ デジタル時代への対応をさらに積極的に進めるべき分野における施策 

医療等の分野へのデジタル情報の活用、デジタル時代の人材育成方策等 

○ デジタル情報・技術があまり活用されていなかった分野への導入・利用を図る

施策 

中小企業や農林水産業における生産・販売へのデジタル情報・技術の活用等 

 

２．意見募集期限 

  平成２１年２月２２日（日）１７時必着 ※郵送の場合は同日必着 

 

３．意見送付要領 

下記のいずれかの方法で送付して下さい。 

なお、電話によるご意見の受付はいたしませんので、あらかじめご了承願います。 

 

○メールの場合 

メールアドレス：i.it-pubcom_atmark_cas.go.jp  内閣官房ＩＴ担当室宛 

 （迷惑メール防止対策のため、「_atmark_」を、「@」に置き換えてください。） 

件名に「デジタルジャパンの原案等の策定」と記してください。 

※文字化け等を防ぐため、半角カナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。 

 

○ＦＡＸの場合 

  ＦＡＸ番号：０３－３５８１－３９６６  内閣官房ＩＴ担当室宛 

※必ず一枚目に「デジタルジャパンの原案等の策定」と題名をわかりやすく記して

ください。 

 

○郵送の場合 

〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関３－３－１ 尚友会館２階 

内閣官房 IT 担当室宛 

※ 封書の場合は必ず封書表面に「デジタルジャパンの原案等の策定に関する意見

在中」とわかりやすい場所に記して下さい。 

 

４．意見記入要領 

下記の様式よりご記入の上、提出願います。 

 

（記入項目） 

１．個人／団体の別 

２．氏名／団体名 

３．連絡先（住所、電話番号、メールアドレス等） 
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４．ご意見 

 

※ 個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）につきましては、頂

いたご意見の趣旨が不明確な場合等に問い合わせをさせていただく可能性が

あるためご記入いただくものです。 

※ 今回のご意見募集以外の用途には使用しませんので、差し支えなければ性別、

年齢、職業につきましてもご記入をお願いします。 

※ ご意見については、必ず日本語でご記入ください。 

 

５．公開について 

○ お寄せいただいた御意見は、個人名、連絡先を除き全て公開される可能性があり

ますので、御承知おき下さい。 

○ 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合

及び法人等の財産権等を侵害するおそれがある場合等には、該当箇所を伏せさせて

いただきます。 

 

 

 

（問い合わせ先） 

内閣官房 IT 担当室 豊重 

TEL ： ０３－３５８１－３８５７ 

FAX ： ０３－３５８１－３９６６ 

e-mail ： i.it-pubcom_atmark_cas.go.jp 

（注 ： 迷惑メール防止対策のため、

「_atmark_」を、「@」に置き換えてください。）


